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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　符号化ストリームを復号して画像を生成する復号部と、
　前記復号部により生成された前記画像内で境界を挟んで互いに隣接する隣接ブロック内
の前記境界と直交するラインごとに、デブロックフィルタを適用するかを判定するライン
判定部と、
　前記ライン判定部によりデブロックフィルタを適用すると判定された各ラインにデブロ
ックフィルタを適用するフィルタリング部と、
　を備える画像処理装置。
【請求項２】
　前記ライン判定部は、各ラインにデブロックフィルタを適用するかを、ライン単位の判
定条件を用いて判定する、請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記ライン判定部は、各ラインにデブロックフィルタを適用するかを、当該ラインに属
する参照画素値を用いて判定する、請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　ライン単位の前記判定条件は、各ラインに属する参照画素値から算出される値と判定用
閾値との比較に基づく、請求項３に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記ライン判定部は、前記境界と同じ方向に沿って適用されるデブロックフィルタによ
って更新されない基本ラインに属する参照画素値を用いて、当該基本ライン及び他のライ
ンの各々にデブロックフィルタを適用するかを判定する、請求項２に記載の画像処理装置
。
【請求項６】
　前記境界と直交する複数のラインを対象としてデブロックフィルタを適用するかを並列
的に判定するように、前記ライン判定部を制御する制御部、
　をさらに備える、請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記基本ラインは、前記境界と直交する複数のラインであり、
　前記画像処理装置は、前記基本ライン及び他のラインにデブロックフィルタを適用する
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かを並列的に判定するように前記ライン判定部を制御する制御部、をさらに備える、
　請求項５に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記隣接ブロックにデブロックフィルタを適用するかを、ブロック単位の判定条件を用
いて判定するブロック判定部、をさらに備え、
　前記ライン判定部は、前記ブロック判定部により前記隣接ブロックにデブロックフィル
タを適用すると判定された場合に、前記隣接ブロック内のラインごとにデブロックフィル
タを適用するかをさらに判定する、
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記ライン判定部は、ラインごとの判定用パラメータの値を判定用閾値と比較すること
により、ラインごとにデブロックフィルタを適用するかを判定し、
　前記画像処理装置は、前記隣接ブロック内に設定される基本ラインについて計算される
前記判定用パラメータの値から、前記基本ライン以外の推定ラインについての前記判定用
パラメータの値を推定する推定部、をさらに備える、
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記推定部は、前記基本ラインについて計算される前記判定用パラメータの値をライン
位置に応じて内挿し又は外挿することにより、前記推定ラインについての前記判定用パラ
メータの値を推定する、請求項９に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記推定部は、前記境界と同じ方向に沿って適用されるデブロックフィルタによって更
新されないラインを、前記基本ラインとして用いる、請求項１０に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記推定部は、前記隣接ブロック内に１ラインおきに設定されるラインを、前記基本ラ
インとして用いる、請求項１０に記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　前記推定部は、前記隣接ブロック内の最も外側のラインを、前記基本ラインとして使用
し、前記基本ラインについて計算される前記判定用パラメータの値をライン位置に応じて
内挿することにより、前記推定ラインについての前記判定用パラメータの値を推定する、
　請求項１０に記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　前記画像処理装置は、前記フィルタリング部により各ラインに適用されるデブロックフ
ィルタのフィルタ強度を、ラインごとの強度選択用パラメータの値を閾値と比較すること
により選択する選択部、をさらに備え、
　前記推定部は、前記基本ラインについて計算される前記強度選択用パラメータの値から
、前記推定ラインについての前記強度選択用パラメータの値を推定する、
　請求項９に記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　前記推定部は、前記基本ラインについて計算される前記強度選択用パラメータの値をラ
イン位置に応じて内挿し又は外挿することにより、前記推定ラインについての前記強度選
択用パラメータの値を推定する、請求項１４に記載の画像処理装置。
【請求項１６】
　前記推定部は、前記隣接ブロック内に１ラインおきに設定されるラインを、前記基本ラ
インとして用いる、請求項１５に記載の画像処理装置。
【請求項１７】
　前記推定部は、前記隣接ブロック内の最も外側のラインを、前記基本ラインとして使用
し、前記基本ラインについて計算される前記強度選択用パラメータの値をライン位置に応
じて内挿することにより、前記推定ラインについての前記強度選択用パラメータの値を推
定する、請求項１５に記載の画像処理装置。



(3) JP 2012-165354 A5 2014.7.10

【請求項１８】
　符号化ストリームを復号して画像を生成することと、
　生成された前記画像内で境界を挟んで互いに隣接する隣接ブロック内の前記境界と直交
するラインごとに、デブロックフィルタを適用するかを判定することと、
　デブロックフィルタを適用すると判定された各ラインにデブロックフィルタを適用する
ことと、
　を含む画像処理方法。
【請求項１９】
　符号化対象画像を符号化する際にローカルデコードされた画像内で境界を挟んで互いに
隣接する隣接ブロック内の前記境界と直交するラインごとに、デブロックフィルタを適用
するかを判定するライン判定部と、
　前記ライン判定部によりデブロックフィルタを適用すると判定された各ラインにデブロ
ックフィルタを適用するフィルタリング部と、
　前記フィルタリング部によりフィルタリングされた画像を用いて、前記符号化対象画像
を符号化する符号化部と、
　を備える画像処理装置。
【請求項２０】
　符号化対象画像を符号化する際にローカルデコードされた画像内で境界を挟んで互いに
隣接する隣接ブロック内の前記境界と直交するラインごとに、デブロックフィルタを適用
するかを判定することと、
　デブロックフィルタを適用すると判定された各ラインにデブロックフィルタを適用する
ことと、
　フィルタリングされた画像を用いて、前記符号化対象画像を符号化することと、
　を含む画像処理方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　デブロックフィルタ２４ｂは、復号された画像に現れるブロック歪みを減少させるため
のフィルタリング処理を行う。より具体的には、デブロックフィルタ２４ｂは、加算部６
５から入力される復号画像データ内の各ブロック境界について、ラインごとにフィルタリ
ングの要否を判定する。そして、デブロックフィルタ２４ｂは、フィルタを適用すべきで
あると判定したラインにデブロックフィルタを適用する。デブロックフィルタ２４ｂには
、加算部６５からの復号画像データに加えて、フィルタリングの要否の判定のために使用
される情報も入力される。その後、デブロックフィルタ２４ｂは、ブロック歪みの除去さ
れたフィルタリング後の復号画像データを並べ替えバッファ６７及びフレームメモリ６９
へ出力する。なお、デブロックフィルタ２４ｂによる処理について、後に詳細に説明する
。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　即ち、図４において点線枠Ｌ２及びＬ５で示しているように、一般的な垂直境界につい
てのフィルタリング要否判定処理（特に、輝度成分の判定条件Ｂの判定）では、各ブロッ
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クの２番目及び５番目の行（最も上の行を０番目とする）の画素が参照される。そして、
上述した判定条件に従ってデブロックフィルタを適用すべきと判定された垂直境界の左右
のブロックにデブロックフィルタが適用される。同様に、水平境界についてのフィルタリ
ング要否判定処理では、各ブロックの２番目及び５番目の列の画素（図４には示していな
い）が参照される。そして、上述した判定条件に従ってデブロックフィルタを適用すべき
と判定された水平境界の上下のブロックにデブロックフィルタが適用される。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１８】
　パラメータ推定部３６０は、例えば、これら３つの例のいずれかに従って計算し及び推
定した判定用パラメータの値を、ライン判定部３２０へ出力する。また、パラメータ推定
部３６０は、同様に計算し及び推定した強度選択用パラメータの値を、強度選択部３３０
へ出力する。
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８１】
　＜７．まとめ＞
　ここまで、図１～図１６を用いて、一実施形態に係る画像符号化装置１０及び画像復号
装置６０のデブロックフィルタのいくつかの実施例について詳しく説明した。これら実施
例によれば、画像内で境界を挟んで互いに隣接する２つの隣接ブロックを対象としてデブ
ロックフィルタを適用するか否かがラインごとに判定され、その判定結果に応じて各ライ
ンにデブロックフィルタが適用される。従って、ブロックごとにデブロックフィルタの適
用の要否が判定される場合と比較して、より小さい粒度での判定が可能となる。それによ
り、良好な画質を既に有する部分にデブロックフィルタが適用される可能性、及び劣化し
た画質を有する部分にデブロックフィルタが適用されない可能性が低減される。即ち、フ
ィルタリング後の画質を向上させることができる。
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